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1. 意見聴取方法 
(1) 「地域とともに明日の高梁川を考える会」（倉敷市 6 会場、総社市の 2 会場）
の開催 

(2) アンケートはがきの配布 
(3) 岡山河川事務所への電子メール、ファックス 
なお、原案の閲覧場所は国土交通省、公共関係機関での常設、岡山河川事務所ホー

ムページからのダウンロード、地元説明会会場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、アンケートはがきの配布は以下のとおりとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

閲覧場所一覧 

高梁川出張所 

岡山河川事務所２階
国土 
交通省 

備中県民局建設部建設企画課 

岡山県土木部河川課 岡

山

県

玉島支所建設課 

水島支所建設課 

真備支所建設課 

船穂支所 

建設局土木部土木課 
 

倉

敷

市 清音支所 

山手支所 

建設部土木課(西庁舎) 総

社

市 

［ 高梁川、小田川の浸水想定区域図 ］

倉敷市 

倉敷市 

総社市 

岡山市 

早島町 

高
梁
川 

小田川 

国管理区間 

国管理区間 

国管理区間 

 新聞折込エリア 

  倉敷市・総社市・岡山市 

   ・早島町（高梁川、小田川の 

    浸水想定区域を対象） 

 折込日 H22.6.9 

 配布部数 

  約２２万９千部 浅口市 

  ：浸水想定区域 
  ：市町境界 

新聞折込  
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2. 意見収集状況 
(1) 意見件数 
「地域と共に明日の高梁川を考える会での意見数」、アンケートはがき、メール、フ

ァックス等の枚数は以下のとおりである。 
 

 意見数または 
枚数 

小計 合計 

考える会 134件（意見数） 134件 
アンケートはがき 165件（枚数）
メール 2件（枚数） 
ファックス 2件（枚数） 
その他 12件（枚数） 

185件 
319件 

 
 
(2) 属性 
○ 男女比率：男性約 80％、女性 10％であった(全体） 

 
 

小学校を通じた配布  

 対象 

 倉敷市・総社市の沿川小学校４年生の保護者          

◆ 配布部数  約３千部 

地域と共に明

日の高梁川を

考える会 

アンケートはがき等 全体 

その他 

 対象 

 閲覧場所に常設 

地域と共に明日の高梁川を考える会にて配布・設置          

男, 103人

女, 8人
不明, 4人

90%

7%

3%

不明, 16人

女, 29人

男, 140人

76%

16%

9%

男, 243人

女, 37人

不明, 20人

81%

12%

7%
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○ 年齢比率：40 歳代～70 歳代で全体の約 70%を占める。中でも 60 歳代が最も多

く、全体の約 30%を占める。（全体） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 居住地比率：考える会(地元説明会)では柳井原地区での意見が約 45%、次いで
玉島地区が 35%であり、両者を合わせると約 80%を占める。 
アンケートはがき等では、真備町地区での意見が約 30%、次いで倉敷市中心
分が約 15%、水島地区 10%となっている。 
考える会とアンケートはがき等を合わせた全体では、真備町地区、玉島地区、

柳井原地区がそれぞれ約 20%を占める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域と共に明日の高

梁川を考える会 
アンケートはがき等 全体 

地域と共に明日の

高梁川を考える会 

アンケートはがき等 全体 

20歳代, 3人

30歳代, 8人

40歳代, 23人

50歳代, 25人

不明, 11人

80歳代, 1人

70歳代, 16人

60歳代, 28人

7%

22%
24%

14%

1%
10%

3%

20%

10歳代, 1人 20歳代, 2人

30歳代, 13人

40歳代, 13人
80歳代, 14人

90歳代, 2人

不明, 19人

70歳代, 28人

60歳代, 59人

50歳代, 34人

7%

18%

32%

15%

8%

1%

2%

10%

1%

7%

50歳代, 59人

60歳代, 87人

70歳代, 44人

不明, 30人

90歳代, 2人

80歳代, 15人
40歳代, 36人

30歳代, 21人

20歳代, 5人10歳代, 1人

7%

19%

29%

14%

5%

1%

2%

10%

1%

12%

真備町, 4人

玉島等, 40人

船穂町, 11人

柳井原, 52人

総社市秦等, 7人

総社市清音等, 1
人

35%

10%

45%

1%

6%

3%

船穂町, 5人

柳井原, 3人

総社市清音等,
17人

不明, 4人

岡山市、高梁市,
31人

総社市奏等, 4人

水島等, 18人
倉敷市中心部,

30人

玉島等, 14人

真備町, 59人

32%

8%

16%
10%

3%

9%

2%

2%

17%

2%

真備町, 63人

玉島等, 54人

倉敷市中心部,
30人

水島等, 18人

総社市奏等, 11
人

岡山市、高梁市,
31人

不明, 4人

総社市清音等,
18人

柳井原, 55人

船穂町, 16人

21%

18%

10%
6%

5%

6%

18%

4% 10%

1%
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3. 高梁川水系河川整備計画（原案）へのご意見 
 
治水－１治水事業の考え方、整備目標  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（回答） 
1) 
本整備計画においては、長期的な治水目標である河川整備基本方針に定めた目標を

達成するため、段階的な整備を進めていくことを考えています。 
（案Ｐ４９） 

2) 
高梁川は下流部の低平地に人口と資産の集中する倉敷市街地を控え、また小田川は

洪水時に高梁川合流点水位が高いことから高梁川の背水影響により、過去幾多の甚大

な被害が発生してきました。 
現在においても、高梁川及び小田川は戦後最大の被害を与えた昭和 47年 7月洪水
が再び発生した場合には、河積の不足により、堤防が決壊する危険性が高まる箇所や

堤防の高さ不足により水が溢れる箇所があります。また、高梁川の堤防は築堤年代が

古いものが多く、近年においても漏水等の被害が発生し、このような箇所においては、

堤防の決壊が懸念されます。 
このようなことから高梁川水系河川整備計画では「安全・安心な川づくり」を実現

するために、本川と支川のバランス、上流と下流のバランスなどを踏まえ、高梁川の

計画的な治水対策を実施していくことが重要と考えています。 
（案Ｐ４８） 

3)4) 
長期的な治水目標である河川整備基本方針に定めた目標の達成を目指して、一連区

間で整備効果が発現するような段階的な整備により、洪水等による災害の発生防止又

は軽減を図ることを目標としています。 
 本計画に定めた河川整備の実施後には、戦後最も大きな被害を与えた昭和 47 年 7
月洪水、平成 16年台風 16号による高潮が再び発生しても、洪水被害が防止又は軽減
できるようになります。 
県管理区間の整備計画については、平成 22 年６月末現在、岡山県、広島県におい

（意見） 

1) 治水事業を今後も推進して欲しい。 
2) 現状で治水事業は十分である。 
3) 河川整備計画の目標の決定根拠並びに県管理区間との計画の整合を考えてい
るのか。 

4) 基本方針の目標流量と整備計画の目標との関係を明確にして欲しい。 
5) 30 年後でも大規模洪水時に危険となる箇所はどこか。 
6) ダムは不要。ダムに頼らない治水について高梁川は考えているのか。 
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て中上流ブロック（岡山県）、小田川ブロック(岡山県)、成羽川ブロック（広島県）で
策定済みであり、策定にあたっては調整し整合を図っています。 

（案Ｐ４９） 
5) 

 高梁川水系の河川整備基本方針では、150 年に１回程度の降雨を想定した
13,400m3/s という目標の流量を定めています。これに向かっての段階的な整備とな
る河川整備計画(概ね 30年間)を実施した段階では、小田川合流点付替えを含む治水効
果の高い事業を積み重ねていくことで、結果として戦後最も大きな被害を与えた昭和

47年 7月洪水（船穂 8,000m3/s）に対して家屋等の浸水被害を防止できることとなっ
ており、目標の流量を 8,000m3/sとしているものではありません。今後さらに基本方
針に向けて整備を進めていくこととします。 

（案Ｐ４９） 
6) 
今回の河川整備計画で考えている整備内容を実施することにより流下能力が向上

する箇所がありますが、酒津地点より上流などにおいて基本方針で想定している計画

規模の洪水に対して流下能力が不足する区間は存在します。 
（案Ｐ５６） 

7) 
平成 21年 12月より「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」が国土交通省
において設置され、できるだけダムに頼らない治水のあり方について検討が行われて

います。 
なお、高梁川水系河川整備基本方針では、ダムなどの新たな洪水調節施設は計画し

ていません。 
 
治水－２ 整備メニュー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（回答） 
1)2)3)4) 
現在の小田川は、洪水時に高梁川の合流点水位が高いことから、高梁川の河川水が

小田川に回り込み、水の流れが阻害され、小田川の水位が高くなる特性（背水影響）

（意見） 

1) 小田川合流点付替えの早期実施をお願いしたい。 
2) 小田川沿川など浸水被害の防止をお願いしたい。 
3) 小田川合流点付替えに伴う課題とその対応はどのように考えているのか。 
4) 小田川合流点付替えは必要性がないのではないか。無駄な事業にはならないの
か。 

5) 河道掘削、笠井堰改築、樹木伐開を実施すべきである。 
6) 酒津付近ほかの堤防整備や高潮対策を進めて欲しい。 
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を持っています。また、小田川の河床勾配は、高梁川に比べても緩く、洪水をスムー

ズに流すことができないため水位が高くなる影響が広範囲に及びます。 
高梁川の治水上の課題である小田川の背水影響を緩和するための抜本的な対策と

しては、高梁川と小田川の合流点を下流に付け替える事業が最も有効な治水対策であ

ると考えています。 
なお、事業の実施にあたっては、小田川合流点付替え後の本川及び小田川の流水の

状況や施設等への影響、周辺の環境や土地利用への影響を調査、検討し、必要に応じ

て適切に対応していきます。特に、動植物の生息・生育・繁殖環境に影響を与える場

合には、可能な限り影響の回避、低減等環境保全措置を図り、良好な河川環境の維持

に努めていきます。 
（案Ｐ１９、６５） 

5) 
河積が不足している区間においては、河積確保のために河道掘削、樹木伐開の整備

を進めていきます。河積を阻害している笠井堰については、段階的な整備として、左

岸側（許可工作物）の改築を計画しておりますが、本支川の治水バランスや過去の被

災状況の観点から、実施の時期は小田川合流点付替え後に考えています。 
（案Ｐ５５） 

6) 
堤防や河道の整備については重要と考えており、上下流や本支川の治水バランス、

事業効果等踏まえながら今後も計画的に進めて行きます。 
 
治水－３ 水防対策、その他 

 
 
 
 
 
 
（回答） 
1) 
ご指摘の避難経路やハザードマップの情報共有については、重要と考えており、今

後も引き続き、自治体が作成する洪水ハザードマップの見直し、普及等の支援を継続

して行っていきます。 
（案Ｐ８８） 

2) 
支川の管理は、県や市などが行っていますが、今後も水系一体の管理の観点から、

洪水時の迅速な情報伝達など関係自治体と連絡・調整を図っていきたいと考えていま

す。 

（意見） 

1) 洪水時の避難連絡やハザードマップ等の情報共有をお願いしたい。 
2) 支川氾濫の防止をお願いしたい。 

3) 小田川合流点付替えに伴い柳井原地区への内水被害が発生する可能性がある。

4) 柳井原貯水池は、倉敷市の憩いの場であり、将来の世代に残すべきものである。

5) 柳井原のような広大で肥沃な耕作地は、後世の世代へ残すべきである。 
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また、本川の水位が上昇し、水路等の排水ができず、堤防の居住地側が浸水する内

水被害が発生し、地元自治体からの支援要請等があった場合には、排水ポンプ車を機

動的に活用し、迅速かつ円滑に内水被害を軽減できるように努めていきます。 
 

3) 
小田川合流点付替えに伴う内水対策については、平成１６年に交わした「船穂町総

合振興計画の実施に関する協定書」に基づき、国が実施することとしています。 
 

4)5) 
小田川合流点付替えにより柳井原貯水池や耕作地の一部は河道になりますが、事業

実施の際には自然環境や水辺の保全など、良好な環境となるよう努めていきます。 
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利水－１ 利水計画 

 
 
 
 
 
 
 
（回答） 
1)2)3)4) 
高梁川水系で取水される流水は、水道用水、工業用水、農業用水等多岐にわたって

利用されており、高梁川の水利用率が岡山三川の中でも最も高くなっています。今後

とも利水の現況、動植物の保護、漁業、景観を考慮した流水の正常な機能を維持する

ため、水利使用者相互間の水融通の円滑化、河川情報の公開・提供の強化等、目標と

する流量の確保に努め、高梁川における適正な水利用を推進します。 
（案Ｐ２７） 

5) 
「高梁川総合開発事業」は、治水対策として小田川を付け替えるとともに、新しい

合流部に設置する堰により水資源を開発することとしていましたが、平成１４年に利

水関係３団体が参画を取り止めたことにより、岡山県知事から本事業中止の要請があ

った経緯があります。 
（案Ｐ１３） 

利水－２ 水利権 

（   
 
 
   
（回答） 
1) 
水利権については、各水利権者において必要量を踏まえているものして、取水の実

態等も見ながら調整・協議を行っているところです。 
 
2) 
小田川合流点付替えに伴い、酒津地点を通過する流量が減少することとなり、取水

への影響がある場合には、対応策を検討していくこととなります。 
 
 

（意見） 

1) 笠井堰から下流の利水も考えて欲しい。 

2) 小田川上流の利水について考えて欲しい。 

3) 必要な時期に必要な量の確保について考えて欲しい。 

4) 維持流量を通年確保できないか。 

5) 高梁川総合開発事業の利水計画の経緯を知りたい。 

（意見） 

1) 水利権については適切に処理願いたい。 
2) 小田川合流点付替えに伴う下流等への取水の影響についてどう考えているの
か。 
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利水－３ 渇水対策 

   
 
 
 
（回答） 
1)2) 
高梁川は岡山三川の中で最も水利用率の高い河川です。 
地域住民の生活や社会活動、農業生産等への被害、魚類等をはじめとした自然環境

への悪影響を与えるおそれがある場合には、「高梁川水系水利用協議会」において、

水利用に関する情報を関係機関と共有するとともに地域住民に対して節水を呼びか

ける等、節水意識の向上や水利用の調整に努めます。なお、基本方針ではダム等の施

設整備は位置づけられていません。 
（案Ｐ７６） 

3) 
流域の少雨化が進行した場合、渇水被害が深刻となることが懸念されます。このた

め、引き続き降雨、流量などのデータの収集、整理や水利用の実態把握を行い、経年

的変化などモニタリングを実施し、渇水被害が深刻とならないよう、調査、検討に努

めます。 
（案Ｐ７６） 

 
利水－４ 水需要 

   
   
 
 
（回答） 
1) 
人口減少、家族形態や生活スタイルの変化など、水需要は変化しているため、水利

権更新許可にあたっては、流水の正常な機能維持も考慮しながら水系全体で調整を行

っているところです。 
 

2)3) 
高梁川や小田川の水量に応じて、市内河川、農業用水路等に適切な水量を確保する

ためには、関係する水利権者と協議する必要があると考えています。 
 
 
 

（意見） 

1) 渇水被害のないよう対策をお願いしたい。 
2) 渇水に備えて、ダム管理の見直しや遊水地等の施設整備を考えて欲しい。 
3) 異常気象に対する渇水対策はどのように考えているのか。 

（意見） 

1) 人口減少や水需要を考慮した利水計画の検討が必要である。 

2) 市内河川や農業用水路への導水をお願いしたい。 

3) 水資源の確保、水融通等をお願いする。 
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利水－５ 魚道・潮止堰 

   
 
（回答） 
1) 
高梁川及び小田川を、魚ののぼりやすい川とするため、横断工作物が与える魚類等

の遡上や降下への影響を把握するとともに、必要に応じて堰の管理者や関係機関と調

整を図って魚道を改良し、回遊魚等の移動環境の向上に取り組みます。 
（案Ｐ７８） 

 
利水－６ 住民啓発 

 
   
（回答） 
1) 
ご意見のとおりと考えます。 
地域住民の生活や社会活動、農業生産等への被害、魚類等をはじめとした自然環境

への悪影響を与えるおそれがある場合には、「高梁川水系水利用協議会」において、

水利用に関する情報を関係機関と共有するとともに地域住民に対して節水を呼びか

ける等、節水意識の向上や水利用の調整に努めます。 
（案Ｐ７６） 

 

（意見） 

1) 魚道へ水を流すなど潮止堰の改築をお願いしたい。 

（意見） 

1) 節水等の住民啓発も必要である。 
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環境－１ 自然環境の保全 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（回答） 
1)2)3)4)5)6) 
多様な動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮し、特に保全上重要な区域を改変する

場合には、瀬や淵、ワンド、緩やかな勾配の水際等の保全を図ります。 
また、多様な動植物が生息・生育・繁殖する高梁川の良好な自然環境を保全するた

めに、「河川水辺の国勢調査」等の環境モニタリングを継続的に実施するとともに、

河川環境上重要な箇所については、必要に応じて調査を実施し、河川管理の基礎資料

とします。 
（案Ｐ７７、９０） 

7) 
河積が不足する箇所では、河積確保のための河道掘削を実施していきます。その際

には、平水位以上の掘削を基本とし、多様な動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮し、

特に保全上重要な区域を改変する場合には、瀬や淵、ワンド、緩やかな勾配の水際等

の保全を図っていきます。 
なお河床掘削を行う際は、動植物へ与える影響を踏まえ、必要に応じてモニタリン

グや学識者等の助言を踏まえながら、対策を実施していきます。 
（案Ｐ７７） 

8) 
小田川合流点付替えにより、動植物の生息・生育・繁殖環境に影響を与える場合に

は、可能な限り影響の回避、低減等環境保全措置を図り、良好な河川環境の維持に努

めます。 
整備にあたっては、水環境や動植物及び生態系への影響をモニタリング調査等によ

って把握しながら、慎重に工事を進めることとします。環境への影響が著しいことが

予測も含めて明らかになった場合は、新たな環境保全措置を含めた対策の検討を行い、

適切な対応を図ります。モニタリングは、専門家等の意見、助言を得て作成した計画

に基づき実施します。                      （案Ｐ７７） 

（意見） 

1) 環境と共存できる治水をお願いする。 
2) 現状の自然環境の保全をお願いしたい。あまり手を加えないで欲しい。 
3) ホタル等が生息する河川にして欲しい。 
4) 河川改修にあたっては自然環境の保全や対策に十分留意して欲しい。 
5) コンクリートは使わないで欲しい。現状維持、多自然川づくり、河川に人を近づ
けないなどにより環境保全をお願いしたい。 

6) 河川環境の現状を十分に把握して欲しい。 
7) 河道掘削の実施には、周辺環境への影響に十分配慮して欲しい。 
8) 小田川合流点付替えに対する環境への影響について十分配慮して欲しい。 
9) 外来魚等の駆除をお願いしたい。 
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9) 
河川固有の自然と生物多様性の保全のため、外来種対策を行います。 
河川工事等における外来生物の導入や持ち出しの防止に努めるほか、「特定外来種

による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき国土交通大臣が主務大臣と

して防除の公示を行った陸生植物 5種（オオキンケイギク、オオハンゴウソウ、ナル
トサワギク、アレチウリ、オオカワヂシャ）については、河川管理行為（除草、運搬）

を適切に実施するとともに、河川水辺の国勢調査により外来魚等も含めた分布等のモ

ニタリングを行います。 
（案Ｐ９０） 

 

環境－２ 水質保全 

   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
（回答） 
1)2)3)4) 
高梁川の水質は、水質汚濁の代表指標であるＢＯＤについて見ると、近年では環境

基準を満足し、概ね良好な水質を維持しています。今後とも関係機関、地域住民等と

連携、調整を図り、河川情報の収集・提供と多様な方策により高梁川の現状の良好な

水質の保全に努めるため、「岡山三川水質汚濁防止連絡協議会」等を開催し、水質に

関する情報の共有を進めます。 
また、地域と協働で新しい水質指標に基づく調査を実施し、地域住民に対して水質

保全の啓発を行っていきます。              （案Ｐ４０、７９） 
 

5) 
潮止堰の湛水区間などでは、藻類の異常発生がみられることがあり、取水施設への

影響や景観の悪化の原因となっています。藻類の発生は河川内に流入してくる汚濁負

荷を含めたさまざまな原因が考えられますが、現象の解明には至っていません。引き

続き、河川巡視等により藻類発生状況を監視していきます。 
 
 

（意見） 

1) 良好な水質の保全に努めて欲しい。 
2) 事業所や農地からの汚れた排水、ヘドロの堆積等がみられ、さらなる水質改善
を望む。 

3) 他地点の水質調査結果やBOD以外の水質項目の調査の実施や情報提供をお願い
したい。 

4) 水質の改善方法について学識者との連携や一般からの公募を考えてみてはど
うか。 

5) 藻類の発生による水質や環境の悪化に対する対策をお願いしたい。 
6) BOD、COD、総窒素、総リンが水産用水基準を超えている。 
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6) 
河川の水質については環境基準に基づく監視を行っており、高梁川及び小田川にお

いては、概ね環境基準を満足しています。なお、河川の水質では、湖沼など滞留する

水域を対象とした CODは対象外となっています。         （案Ｐ４０） 
 
環境－３ 河川空間整備、景観保全 

   
   
 
 
（回答） 
1) 
河川公園等の整備については、地元自治体と連携し、地域のニーズを十分把握し、

維持管理方法等も検討した上で対応していきます。 
 
2)3) 
河道内の樹木の繁茂は、流下阻害や河川巡視の妨げになるばかりでなく、川らしい

イメージを損なう原因となる場合があります。また、ゴミ等が樹木にかかることで、

景観の悪化や水質への影響が懸念されます。一方で河道内の樹木は、動植物の生息・

生育・繁殖環境や河川景観を形成する等、多様な機能を有しています。 
このような状況を踏まえ、樹木の繁茂状況を随時把握するとともに、洪水の安全な

流下の支障とならないよう計画的な伐採を行っていきます。 
（案Ｐ７９） 

 
環境－４ 遡上環境の改善 

   
   
（回答） 
1) 
高梁川及び小田川を、魚ののぼりやすい川とするため、横断工作物が与える魚類等

の遡上や降下への影響を把握するとともに、必要に応じて堰の管理者や関係機関と調

整を図って魚道を改良し、回遊魚等の移動環境の向上に取り組みます。 
（案Ｐ７８） 

 
 
 
 
 

（意見） 

1) 地域ニーズを把握し、河川公園等の整備をお願いしたい。 
2) 河川敷の樹木伐開による景観や利用状況の改善をお願いしたい。 

3) 樹木の繁茂は、鳥や水辺の生物などに良好な環境を提供している。 

（意見） 

1) 魚道等の改善による魚類等の環境保全を望む。 
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環境－５ 流域対策 

 
 
（回答） 
1) 
河川は流域に降った雨が地形に沿って集まった水の流れであり、水とともに養分や

土砂も流れることから、水量や水質を検討する場合、森林を含めた流域全体の土地利

用が重要となります。 
森林のもつ水源涵養、水質浄化機能を保つためには、枝打ち、植林、間伐処理など

広範囲にわたって継続的な活動となるように流域全体の市町村、市民団体、企業等の

幅広い参加体制と啓発活動を展開することが重要と考えており、関係機関と連携・協

働していきたいと考えています。 
 
環境－６ 安全対策 

 
 
（回答） 
1) 
水辺や水面等の河川利用における水難事故の防止を目的とした安全利用点検を、所

轄警察署や消防署および河川愛護モニターと共同で実施します。 
また、河川利用の特に多い場所等で、利用に際し危険と思われる箇所が発見された

場合には、河川管理施設の補修、占用施設の改善指導、注意を促す立て看板の設置等

を行い、河川の安全な利用について配慮します。 
（案Ｐ９１） 

 
 

（意見） 

1) 水量・水質の改善には森林整備が不可欠である。 

（意見） 

1) 河川敷や水辺での安全対策をお願いしたい。 
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維持管理－１ 河川敷等の維持管理 

   
 
 
 
 
 
（回答） 
1) 
毎年、ゴールデンウィーク前や夏休み前には、水辺や水面等を含めた安全利用点検

を警察、消防、河川愛護ボランティアと共同で実施しております。また、自治体が占

用している河川敷の公園等については、適切に管理されるよう関係自治体と十分連携

していきます。 
（案Ｐ９１） 

2) 
高梁川、小田川の河川特性を十分踏まえ、維持管理の目標や実施内容を設定した河

川維持管理計画の充実を図り、河川の状態変化の監視・評価、評価結果に基づく改善

を一連のサイクルとした「サイクル型維持管理体系」を構築し、効率的・効果的な実

施に努めます。 
（案Ｐ８０） 

3) 
基本的に河川は、自己責任において自由に使用されるものであるため、川下りをす

る際には自ら安全を確保していただき、河川の安全な利用に努めていただくようお願

いします。 
 

4) 
高梁川河川敷の耕作は、かつて、食料確保のため社会的要請で始めた歴史的な経緯

がありましたが、現在では役割を終えたとして、耕作を廃止し、公共の土地としての

河川敷の形に戻すため、耕作者の生計にも配慮しながら、順次、耕作を減らしている

ところです。 
柳井原貯水池敷地の耕作も始まりの事情は同様ですが、元からの陸地と、川と区切

られて陸地になった土地があり、貯水池敷地の位置づけが続いた、非常に特殊な経緯

があります。 
小田川合流点付替えにおいては、貯水池敷地のうち、河川管理上必要な範囲と必要

でない範囲を区分し、整理をしていきます。 
 
 
 

（意見） 

1) 地域住民が安全で快適な利用ができるように河川敷等の維持管理をお願い
したい。 

2) 効率的な維持管理を進めて欲しい。 

3) 安全に川下りができるようにお願いしたい。 

4) 河川敷や柳井原貯水池の耕作地について適正な管理をお願いしたい。 
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維持管理－２ 樹木伐採・河道掘削 

   
   
 
 
 
 
 
 
（回答） 
1)2)3)4)5) 
ご意見の通り、河道内の樹木の繁茂は、洪水の流れが阻害され水位上昇、乱れた流

れを生じ堤防が危険な状態になるなど、治水上の安全度を低下させる恐れがあります。 
このため、樹木の繁茂状況を定期的に調査するとともに、周辺に生息・生育する生

物の環境にも配慮しながら計画的に伐採を行っているところです。 
また、伐木ボランティアによる作業の協力、伐採木等の希望者への提供、公募によ

る樹木伐採等により、資源としての再利用やコスト縮減にも取り組んでいるところで

す。 
（案Ｐ８１） 

6) 
河道内の土砂管理は、日常の河川巡視や定期的な縦横断測量等により土砂堆積や河

床低下等の状況把握を行い土砂の堆積により流下阻害が生じないよう、必要に応じて

掘削等を実施します。 
（案Ｐ８４） 

7) 
河道内の樹林化を抑制するためには、樹木の伐採が最も効率的であると考えていま

す。ご指摘のように樹木の抑制のために小田川を湛水させることは、水質や生物等へ

の影響も懸念されます。 
 
維持管理－３ 除草 

   
   
 
 
 
（回答） 

（意見） 

1) 定期的な樹木伐開をお願いしたい。 
2) 樹木伐開にはボランティア等の活用を引き続きお願いしたい。 
3) 各地先の流下能力の阻害となっている樹木の伐開をお願いしたい。 
4) 樹木や堰等にゴミが引っかかるため、対応をお願いしたい。 
5) 伐開した樹木を有効活用することを考えて欲しい。 
6) 河積維持のために河道掘削をお願いしたい。 

7) 小田川に可動堰を設置すれば、樹林化の抑制が期待できるのではないか。 

（意見） 

1) 定期的に除草をお願いしたい。 
2) 国、県、市で協働して除草をお願いしたい。 
3) 高齢化により除草のボランティアが困難になっている。 
4) 家畜を利用した除草によりコスト縮減が可能ではないか。 
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1)2)3) 
河川管理者が行う除草は、堤防の亀裂・堤防法面の崩れ等の早期発見のために実施

しております。除草費用のコスト縮減への取り組みとして、刈草のたい肥化や家畜の

飼料としての利用を図っているところです。 
今後も関係機関との連携も含め地域とともに効率的な除草を行っていきたいと考

えています。 
 
4) 
ヤギ、羊などによる除草は一部河川で実験段階にあります。高梁川の植生、河道形

状、周辺の土地利用、除草規模など実験中河川と同一でないことから、今後の検討課

題と考えます。 
 

維持管理－４ 河川巡視・河川美化活動・不法投棄対策 

   
   
 
 
 
 
（回答） 
1) 
河川敷や水面の適切な利用状況、不法占用や不法耕作物、不法投棄等の不法行為に

よって、河川利用等に影響がないように監視・注意に取り組んでいます。また、河川

管理施設の状態把握や平常時・洪水時の現地の状況や情報収集に努め、河川管理に反

映しています。 
河川巡視は、治水、利水、環境の観点から現地の状況を把握するもので河川管理に

おいて重要な役割を持ち、主要な情報源として欠かせないものであり、今後も効率的

に行っていきたいと考えています。 
（案Ｐ８３） 

2)3) 
ゴミの不法投棄といった不法行為については、良好な河川環境の保全や河川利用、

河川管理上の支障にならないように、河川巡視や監視カメラにより、監視していきま

す。悪質な場合は、警告看板や車止めの設置等により対策を行うと伴に警察等関係機

関に通報して投棄された方の特定に努めているところです。また、河川愛護月間等を

通してゴミの持ち帰りやマナー向上の啓発活動を行います。地域と一体となった河川

清掃についても引き続きご協力をお願いいたします。 

（意見） 

1) 河川巡視の効率化と結果を適切に維持管理に反映してもらいたい。 
2) 河川美化に関するマナー啓発をお願いしたい。 
3) ゴミの不法投棄が多く、河川敷への車両進入の禁止や監視強化、啓発活動など
の対策を実施してほしい。 

4) 不法占用、不法係留対策はどのように考えているのか。 
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4) 
不法行為については、発見・是正のための河川巡視等による監視を行うとともに、

関係機関との連携を図りながら啓発活動を実施し、防止に努めます。 
（案Ｐ９１） 

 
維持管理－５ 連携と協働・情報の共有 

 
 
 
 
（回答） 
1) 
ご意見の通りと考えております。地域と連携・協働した川づくりに向けて、今後も

地域住民への広報活動に努めるほか、清掃活動、伐木ボランティア、河川愛護モニタ

ー等への住民参加を通じて、地域の要望や意見を踏まえながら整備に取り組みます。 
（案Ｐ９３） 

2) 
治水・利水・環境に関わる情報を共有化するため、ホームページや事務所事業概要

を通じて高梁川の河川整備状況や現状等に関する情報を広く発信するとともに、施設

見学会、説明会、出前講座、住民等に直接接して理解を深めることに努め、意見交換

の場づくり等、関係機関や地域住民等との双方向のコミュニケーションを推進してい

きます。 
（案Ｐ９４） 

 
維持管理－６ 堤防補修 

   
   
（回答） 
1) 
高梁川・小田川の堤防築造年代が古いことから堤防の材料や構造に不明な要素が多

く、崩落、形状変化の危険性が否めません。このような状況を踏まえ、平常時は、堤

防及び護岸等の状態を把握するため河川巡視及び点検を行っているところです。洪水

時は、重要水防箇所の確認及び過去に堤防からの漏水対策を実施した箇所を重点的に

監視し、堤防・護岸に破損等の異常が生じた場合には速やかに対策を実施します。こ

れらの巡視や点検の結果は「河川カルテ」として記録・保存し、データベース化する

ことにより、経年的な変化や洪水前後の変化等の把握に努め、適切に対応します。 
                      （案Ｐ８１、８２） 

（意見） 

2) 維持管理は地域住民との連携・協働で実施して欲しい。 
3) セミナー、見学会等を通じて情報の共有や環境学習に対する支援等を進めて
欲しい。 

（意見） 

1) 堤防の漏水に対する補修を行い、決壊防止をお願いしたい。 
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全般－１ 計画・事業 

 
 
 
（回答） 
1)2) 
本整備計画の策定にあたっては、河川法に基づき住民意見や関係機関の意見を聞い

たうえで、基本方針に向けた治水・利水・環境の目標と河川整備の内容を定め、計画

に基事業を実施していきます。 
 
全般－２ 整備目標・整備時期 

   
 
 
（回答） 
1) 
一級水系である高梁川のうち河川の氾濫により当該河川の流域における市街地等

に甚大な被害が発生するおそれのある区間などを国が管理することとしていますが、

水系一体の管理の観点から各管理者と連携・調整を図りながら河川の管理を行ってい

るところです。 
 
2) 
今回の整備計画の対象期間は、概ね３０年間としています。 

（案Ｐ２） 
 
全般－３ 費用対効果(事業費） 

 
 
 
 
 
（回答） 
1)2)3) 
整備内容、整備順序については、岡山県西部地域における行政、経済の中心的役割

を持つ倉敷市街地の重要度、上下流や本支川の治水バランス、過去の被災状況、事業

の進捗状況、事業効果等を踏まえて設定しており、投資効果やコスト縮減に配慮しな

がら効率的かつ効果的な整備を進めていきます。 
なお、今回の整備計画で位置づけている事業内容について、事業費や費用対効果を

（意見） 

1) 河川整備計画の策定と事業の推進をお願いしたい。 
2) 県管理区間との計画の整合性はとれているのか。 

（意見） 

1) 国、県等の管理を一体として考えて欲しい。 
2) 工事はいつから始まり、いつ終わるのか。 

（意見） 

1) 費用対効果を十分検討して実施をお願いする。また、事業費はどの程度か。 
2) 多額の事業費をかけるべきではないと思う。 
3) 費用対効果を明確にし、不要な工事はやめてほしい。 
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「明日の高梁川を語る会」でお示しし、ご意見を伺うこととしています。 
（案Ｐ５５） 

 
全般－４ 土砂対策 

 

 
 
（回答） 
1)2) 
高梁川流域において、土砂災害や土砂崩れにより河道の閉塞が発生した場合には、

国土交通省としても地元自治体の災害支援要請により、迅速かつ円滑に土砂撤去や内

水対策が図られるよう努めていきます。 
 
全般－５ 気候変動 

 
   
 
（回答） 
1)2)  
地球温暖化の影響による、集中豪雨の頻発化や海面上昇等の災害リスクの増大が指

摘されていますが、今後も気象の変化や河川の状況を十分モニタリングし、必要に応

じて計画の見直しも含めて柔軟に対応していきたいと考えています。 
 
全般－６ 流域対策 

   
 
 
 
 
（回答） 
1)2) 
洪水時等にダムから放流を行う場合には、下流にある放流警報設備によって放流警

報を行うとともに、河川巡視により河川利用者への注意喚起を行います。また、関係

機関への通報により地域住民の安全確保の処置を講じているところです。 
 
3) 
一般には森林は宅地や農地と比べ保水機能が高く、森林を保全していくことは治水

上も重要であると考えられています。 

（意見） 

1) 土砂災害の危険に対して対策をお願いしたい。 
2) 土砂崩れにより河川が堰きとめられないか。  

（意見） 

1) 温暖化による今後の気象変化や海面上昇等を踏まえた計画として欲しい。 
2) 温暖化に対して治水施設の強化をお願いしたい。 

（意見） 

1) ダムの放流により水位上昇が生じ、破堤等の被害が生じないようにして欲し
い。 

2) 洪水時のダム管理を適切にお願いしたい。 
3) 緑のダム、森林整備の推進による保水機能の強化をして欲しい。 
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しかし、森林は中小洪水に対しては洪水緩和機能を発揮しますが、治水で対象とな

るような大雨に対しては、流域が飽和状態となり森林域に降った降雨もほとんど河川

へ流出し、顕著な洪水緩和機能は期待できません。また、森林の水源かん養機能につ

いては学説が定まっておらず、森林整備による効果の定量的な評価は困難ですが、森

林の増加は樹木からの蒸発散量を増加させ、むしろ、渇水時には河川への流出量を減

少させることが観測されています。 
 
全般－７ 兼用道路整備 

   
 
 
 
 
（回答） 
1)2)3)4) 
堤防は、河川の流水が河川外に流出することを防止するために設ける施設であり、

日常及び出水時の施設の点検や出水時における水防活動の場となるなど、堤防は天端

も含めて河川管理のために使用されるものです。 
しかし、地域の実情などにより兼用道路としているところもあり、道路を管理する

自治体（道路管理者）からの協議により、堤防の天端や小段を国道・県道・市道等と

して使用するものとして、堤防と道路の兼用工作物（兼用道路）とする場合もありま

す。 
 
全般－８ 広報・意見聴取 

   
   
 
 
 
（回答） 
1)2)3) 
今回の整備計画策定にあたっては、できるだけ多くの住民の方々から幅広い意見を

聴取するために、新聞折込などによるアンケートの配布や説明会の開催などを行いま

したが、今後も河川の整備や管理において地域のみなさまから幅広く意見の聴取がで

きるよう努めていきます。 
4) 
今回いただいた意見の回答については、「明日の高梁川を語る会」でお示しすると

ともに、事務所ホームページにも掲載していく予定です。 

（意見） 

1) 堤防天端を兼用道路としての整備を望む。 
2) 堤防上の道路の舗装が悪化しているため、補修等実施して欲しい。 
3) 堤防上を道路として極力、使用することを控える。 
4) 堤防上の道路の拡幅をお願いしたい。 

（意見） 

1) アンケート、説明会等の周知・徹底をお願いする。 
3) アンケートによる意見聴取を今後も望む。 
4) チラシ等は無駄である。 
5) 意見に対する回答を教えて欲しい。 
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全般－９ 漁業への影響 

 

 
 
 
（回答） 
1) 
今後、事業実施の際には、実態を調査したうえで関係のみなさまと協議しながら対

応していきたいと考えています。 
  

2) 
小田川合流点付替え区間により、動植物の生息・生育・繁殖環境に影響を与える場

合には、可能な限り影響の回避、低減等環境保全措置を図り、良好な河川環境の維持

に努めます。 
整備にあたっては、水環境や動植物及び生態系への影響をモニタリング調査等によ

って把握しながら、慎重に工事を進めることとします。環境への影響が著しいことが

予測も含めて明らかになった場合は、新たな環境保全措置を含めた対策の検討を行い、

適切な対応を図ります。モニタリングは、専門家等の意見、助言を得て作成した計画

に基づき実施します。 
（案Ｐ７７、７８） 

 
 

（意見） 

1) 小田川合流点付替えに伴う漁業への影響はどうなるのか。 
2) 笠井堰より先に小田川合流点付替えを実施すれば、高梁川のアユやモクズガニ
などが小田川に遡上するようになるのではないか。 
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